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社
会
保
険
庁
に
勤
務
す
る
非
常
勤
職
員
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
日
本
年
金
機
構
」
の
発
足
に
伴
い
、
社
会
保
険
庁
に
勤
務
す
る
常
勤
の
厚
生
労
働
事
務
官
に
つ
い
て
は
、
年
金
機
構
へ
の

採
用
募
集
が
行
わ
れ
、
過
日
、
そ
の
採
用
内
定
等
が
内
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
か

ら
除
外
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
雇
用
継
続
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
不
透
明
な
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
長
年
に
わ
た
っ
て
年

金
業
務
の
最
前
線
で
勤
務
し
て
き
た
非
常
勤
職
員
は
実
質
的
に
年
金
行
政
を
支
え
る
一
翼
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お

り
、
こ
の
非
常
勤
職
員
へ
の
対
応
は
今
後
の
年
金
行
政
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

非
常
勤
職
員
の
概
況
に
つ
い
て

�

常
勤
の
職
員
（
常
勤
の
厚
生
労
働
事
務
官
）
以
外
で
、
任
用
期
間
が
定
め
ら
れ
て
任
用
さ
れ
て
い
る
職
員
（
以
下
、
非

常
勤
職
員
）
の
職
名
及
び
そ
の
人
員
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

職
名
別
の
非
常
勤
職
員
の
任
用
形
態
、
任
用
期
間
及
び
任
用
の
根
拠
と
な
る
国
家
公
務
員
法
上
の
条
項
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

�

非
常
勤
職
員
は
、
国
家
公
務
員
法
第
二
条
に
規
定
さ
れ
る
「
一
般
職
」
「
特
別
職
」
の
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
の
か
明
ら

一



か
に
さ
れ
た
い
。

�

非
常
勤
職
員
の
所
定
勤
務
時
間
及
び
給
与
額
と
諸
手
当
に
つ
い
て
、
職
名
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

非
常
勤
職
員
の
実
質
的
な
勤
務
年
数
に
つ
い
て
、
職
名
別
、
勤
務
年
数
別
（
一
年
未
満
、
一
年
以
上
、
二
年
以
上
等
）

の
人
員
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
お
、
職
名
の
任
用
替
え
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
期
間
に
中
断
が
な
い
場
合
は
通

算
し
た
勤
務
年
数
と
し
て
計
算
の
こ
と
。

二

非
常
勤
職
員
の
今
後
の
雇
用
の
在
り
方
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
に
勤
務
す
る
非
常
勤
職
員
の
多
く
は
、
基
幹
的
業
務
を
担
い
、
任
用
の
更
新
を
繰
り
返
す
こ
と
で
事
実
上
は

長
期
継
続
従
事
者
と
な
っ
て
い
る
。
経
緯
・
慣
習
等
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
職
員
等
に
は
「
こ
れ
か
ら
も
任
用
さ
れ
る
、
働
い

て
い
け
る
」
と
い
う
期
待
権
が
成
立
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
任
命
権
者
・
使
用
者
た
る
社
会
保
険
庁
は
現
非
常
勤

職
員
等
の
雇
用
継
続
（
年
金
機
構
へ
の
採
用
等
）
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
て
い
る
の
か
。

三

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
督
励
業
務
に
係
る
市
場
化
テ
ス
ト
の
採
用
、
及
び
そ
れ
と
関
連
す
る
国
民
年
金
推
進
員
の
任
用

打
ち
切
り
に
関
し
て

�

直
近
に
お
け
る
市
場
化
テ
ス
ト
の
結
果
（
評
価
）
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
と
く
に
、
市
場
化
テ
ス
ト
導
入
事

二



務
所
と
非
導
入
事
務
所
に
お
け
る
納
付
督
励
実
績
等
が
比
較
で
き
る
指
標
（
戸
別
訪
問
督
励
件
数
、
電
話
督
励
件
数
、
納

付
月
数
、
納
付
率
、
口
座
振
替
件
数
な
ど
の
年
次
別
指
標
）
を
明
示
さ
れ
た
い
。

�

二
〇
〇
八
年
八
月
に
発
表
さ
れ
た
「
国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
業
務
（
市
場
化
テ
ス
ト
モ
デ
ル
事
業
）
に
係
る
評
価
に

つ
い
て
」
で
は
、
コ
ス
ト
削
減
効
果
に
つ
い
て
は
評
価
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
実
績
内
容
等
に
つ
い
て
は
「
低
調
」
と

さ
れ
て
い
る
。
「
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
」
の
趣
旨
は
「
良
質
か
つ
低
廉
な
」
で

あ
っ
て
、
「
良
質
又
は
低
廉
な
」
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
の
か
、
従
前
の
国
民
年
金
推
進

員
に
よ
る
活
動
の
評
価
（
総
括
）
と
併
せ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

九
月
三
十
日
を
も
っ
て
任
用
打
ち
切
り
が
予
定
さ
れ
て
い
る
国
民
年
金
推
進
員
の
人
員
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

国
民
年
金
推
進
員
制
度
が
発
足
し
約
七
年
に
及
び
、
当
時
か
ら
任
用
さ
れ
て
い
る
者
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
推
進
員

の
十
月
以
降
の
任
用
・
雇
用
に
つ
い
て
、
任
命
権
者
・
使
用
者
た
る
社
会
保
険
庁
は
ど
の
よ
う
に
考
慮
し
て
い
る
の
か
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


